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次期SIPのFSにおける利益相反マネジメント規則 

令和４年５月２６日 

ガバニングボード 

（目的） 

第１条 次期SIPに向けた利益相反マネジメントポリシーに基づき、次期SIPの

FSにおける利益相反マネジメント規則（以下、「本規則」という。）を定

め、次期SIPのFSにおける利益相反による問題を避けるための措置等を講じ

るとともに、次期SIPの実施に当たっての利益相反マネジメント体制を整備

することを目的とする。 

（利益相反マネジメントの対象） 

第２条 PD候補について、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合を利益相

反マネジメントの対象とする。 

一 研究推進法人が、FSの調査分析を実施する機関（以下「調査分析機関」

という。）を公募し、選定する場合において、PD候補の所属する組織への

直接的・間接的な資金配分の可能性がある場合 

二 内閣府が、FSの実施に当たって設置する検討タスクフォースにおいて定

める研究開発テーマ候補について、技術実現性、事業性、社会的受容性等

の調査を行うため、研究推進法人又は調査分析機関が外部の研究機関（以

下「外部研究機関」という。）に委託又は外注する場合において、PD候補

の所属する組織への直接的・間接的な資金配分の可能性がある場合 

三 その他の場合であって、PD候補の所属する組織への直接的・間接的な資

金配分の可能性がある場合 

２ 利益相反マネジメントの対象の詳細は、必要に応じて利益相反マネジメン

ト細則に定めるものとする。

（アドバイザーによる相談）

第３条 PD候補は、第２条各号の対象であるかどうかに関わらず、利益相反に

よる問題や疑念に係る対応について、ガバニングボードが指名する利益相反

に係るアドバイザーと相談を行うことができる。 

（利益相反による問題の防止措置） 

第４条 PD候補は、利益相反による問題を避けるため、第２条各号に応じて次

に掲げる措置を行うものとする。 

一 第２条第１号に該当する場合には、PD候補は、公募期間中に応募を予定

する者に公募に関し、事前接触を行わないこととするとともに、研究推進

法人が実施する選定に自ら関わらないこととする。 
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二 第２条第２号に該当する場合には、PD候補は、検討タスクフォースにお

ける研究開発テーマ候補の決定に係る議決及び調査分析機関による外部研

究機関への外注の仕様書の確認に係る議決に関わらないこととする。但

し、PD候補が担当する課題候補に係る知見や経験に基づき研究開発テーマ

候補の検討に関わることはこの限りではない。 

三 第２条第３号に該当する場合には、所属する組織への直接的・間接的な

資金配分の可能性がある意思決定に関わらないこととする。 

 

（利益相反による疑念に係る自己申告） 

第５条 PD候補は、PD候補の所属する組織への資金配分が大半となることが見

込まれる場合など、第４条各号に定める措置を取ったとしても、なお利益相

反による疑念が持たれかねないと判断される場合には、検討タスクフォース

での議決など、当該組織への直接的・間接的な資金配分の可能性がある意思

決定が行われる前に、あらかじめ内閣府へ申告するものとする。 

２ 内閣府は、第１項の申告があった場合において、必要に応じて、PD候補か

らヒアリングを実施するものとする。 

 

（第三者委員会による意見） 

第６条 内閣府は、第５条第１項の申告に基づき、ガバニングボードの下に設

置する第三者委員会（以下「委員会」という。）に対し、申告があった事案

に関して、意見を求めることとする。 

２ 委員会は、前項で意見の求めがあった場合において、契約までの経緯等の

事実について、研究推進法人及び調査分析機関からの説明及び／又は関係書

類の提出等を求めることができるものとする。 

３ 委員会は、第１項で意見の求めがあった事案について事実を確認した結

果、利益相反による疑念が持たれかねないものと認めた場合には、改善のた

めの措置を内閣府に提案するものとする。 

４ 内閣府は、前項の提案に基づき、PD候補に対し、改善のための措置を要請

するものとする。 

５ PD候補は、前項で要請があった改善のための措置に異議がある場合には、

内閣府に対して、委員会における再意見を申し立てることができる。ただ

し、再意見は１件につき１回とする。 

 

（準用） 

第７条 サブPD候補やその他のFSの関係者について、第２条に定めるPD候補に

係る利益相反マネジメントの対象と同様の状況が生じた場合には、第３条か

ら第６条までの規定を準用するものとする。 

 

（細則） 
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第８条 本規則の実施にあたり必要な事項は、ガバニングボード座長が別に定

めるところによる。 

 

（見直し） 

第９条 委員会は、次期SIPでの利益相反マネジメント体制の整備のため、FS

での利益相反マネジメントの実績を評価し、本規則の見直しを行い、SIP運

用指針の改正など必要な措置をガバニングボードに提案するものとする。 


